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 　県 本 部 各 部 課 長　　　　　　　　　　　　宮 本 規 第 １ １ ０ ５ 号　　

 　　　　　　　　　　　　殿
 　県 下 各 警 察 署 長　　　　　　　　　　　　令 和 ３ 年 ４ 月 ２ 日　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　交 通 部 長　　

 

 　　　「信号機設置の指針」の制定について（通達）

　道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第４条第１項の規定に基づき、信号機を

、 「「 」設置するに当たっての方針や条件等の一般的事項については 別添 信号機の設置

の制定について（通達 （令和３年３月２４日付け警察庁丙規発第７号）のとおりで）」

 あることから、信号機の整備に関して本指針に基づき適切に推進されたい。
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